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１． はじめに 
 
(1) 「これからの保育所の機能」を検討する必要性 

全国保育協議会(以下「全保協」という)は、50 年以上にわたり子どもの育ちを支えてき

た認可保育所の全国組織として、平成 18 年 10 月に「わたしたちのビジョンとアクションプ

ラン（全保協の将来ビジョン）」を公表し、「すべての子どもと子育て家庭を対象に、子育ち

と子育てを支える社会をめざして」という基本理念にもとづき事業を展開してきた。あわせ

て、各会員保育所に対しても全保協の将来ビジョンに基づいた保育所の事業計画およ

び実行を呼びかけてきた。 

現在、保育をめぐる状況は大きく変化してきている。近年の待機児童への対策にあわ

せ、少子化の動向を踏まえて、各保育所においてすべての子どもと子育て家庭を対象に、

子どもの育ちと子育てを支えるために、「これからの保育所の役割・機能のあるべき方

向」を考える必要が生じている。 

(2) 保育をめぐる状況 
わが国においては、少子化対策が国の最重要政策課題に位置づけられている。

2005 年に 109 万人であった出生数が 2030 年には 70 万人、2055 年には 45.7 万人に

下がるとの推計もあり、少子化が将来の社会構造の存立基盤を揺るがすような問題

となっている。子どもの数が減っている一方で、家庭や地域の養育力が低下してき

ており、乳幼児の育児において不安や孤立感をかかえる保護者が増加し、子どもの

育ちに対する課題や被虐待児の増加などが指摘されている。政府では、こうした情

勢を踏まえ『「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議』等で、少子化から働

き方の問題まで幅広く、すべての子どもと子育ての家庭を社会全体で支えていくと

の基本的な方向性のもとに、総合的な少子化対策等の検討をおこなっている。 

地域に密着する社会福祉法人・児童福祉施設である認可保育所をめぐる環境変化

としては、地域間や保育所間での格差等が広がっていることも指摘されている。今

後、とくに地域での人口の流動性を考えながら、待機児童対策とその後の定員割れ

などの両面を視野に入れた施設経営、運営管理などを検討することが必要となって

きている。 

検討が進められている新たな保育所保育指針は大臣告示として位置づけられ、規

範性をもたせることになっている。平成 21 年 4 月の施行に向け、今後、指針の解

説書も含めて、保育の質の向上のための具体的な検討がすすめられるが、保育所に

おいては新たな指針の理解促進と保育実践のための取り組みが必要である。 

また、教育基本法や学校教育法が改正され、幼稚園の教育機関としての位置づけ

がより明らかにされた。さらに、政治の場では幼児教育の無償化の議論もある。こ

の機に、「保育所における保育＝「養護と教育」」の特性の明確化とともに、子ども

の育ちの連続性から小学校との連携のあり方等について、具体化をはかる必要があ

る。 

次世代育成支援行動計画は、平成 22 年に向けて後期計画の検討が開始されるこ

とになっている。子ども・子育て応援プランの見直しと、市町村合併後の課題整理 
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